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 佐賀県規則第40号 

   建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 建築基準法施行細則（昭和36年佐賀県規則第14号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（特定建築物の定期報告等） （特定建築物の定期報告等） 

第６条 略 第６条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

 ４ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検

の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件（平

成20年国土交通省告示第282号）第２の規定により知事が付加する

法第12条第１項に規定する調査の項目、方法及び結果の判定基準

は、次の表のとおりとする。  
区分 項目 方法 結果の判定基準 

１ 

建築

物の

内部 

（(1)

カか

らコ

まで

の項

目の

欄に

つい

ては、

法第

( 1 )  

防火設

備（防

火扉、

防火シ

ャッタ

ーその

他これ

らに類

するも

のに限

る。以

下この

表にお

ア 常時

閉鎖した

状態にあ

る防火扉

（以下こ

の表にお

いて「常

閉 防 火

扉」とい

う。）の閉

鎖又は作

動の障害

となる物

品の放置

目視又はこれに

類する方法（以下

この表において

「目視等」とい

う。）により確認す

る。 

物品が放置さ

れていること等

により常閉防火

扉の閉鎖又は作

動に支障がある

こと。 
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改正前 改正後 

12条

第１

項の

規定

によ

り知

事が

指定

する

建築

物の

内部

に限

る。） 

いて同

じ。） 

並びに照

明器具及

び懸垂物

等の状況 

イ 常閉

防火扉の

取付けの

状況 

目視等又は触診

により確認する。 

常閉防火扉の

取付けが堅固で

ないこと。 

ウ 常閉

防火扉、

枠及び金

物の劣化

及び損傷

の状況 

目視等により確

認する。 

常閉防火扉の

変形、損傷又は

著しい腐食によ

り遮炎性能又は

遮煙性能に支障

があること。 

 エ 常閉

防火扉の

固定の状

況 

目視等により確

認する。 

常閉防火扉が

開放状態に固定

さ れ て い る こ

と。 

オ 人の

通行の用

に供する

部分に設

ける常閉

防火扉の

作動の状

況 

扉の閉鎖時間を

測定し、扉の質量

により運動エネル

ギーを確認すると

ともに、必要に応

じて閉鎖力を測定

する。 

防火区画に用

いる防火設備等

の構造方法を定

める件（昭和48

年建設省告示第

2563号）第１第

１号の規定に適

合しないこと。 

カ 常時

閉鎖又は

目視等により確

認する。 

物品が放置さ

れていること等
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改正前 改正後 

作動した

状態にあ

るもの以

外の防火

設備（以 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により随閉防火

設備等の閉鎖又

は作動に支障が

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下この表

において

「随閉防

火 設 備

等」とい

う。）の閉

鎖又は作

動の障害

となる物

品の放置

並びに照

明器具及

び懸垂物

等の状況 

キ 随閉

防火設備

等の取付

けの状況 

目視等又は触診

により確認する。 

随閉防火設備

等の取付けが堅

固でないこと。 

ク 随閉

防火設備

等の本体

と枠の劣

化及び損 

目視等により確

認する。 

 

 

 

随閉防火設備

等の変形、損傷

又は著しい腐食

により遮炎性能

又は遮煙性能に
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改正前 改正後 

 傷の状況  支 障 が あ る こ

と。 

ケ 随閉

防火設備

等におけ

る煙又は

熱を感知

し自動的

に閉鎖又

は作動さ

せる装置

の設置の

状況 

目視等により確

認する。 

 

政令第112条

第19項の規定に

適 合 し な い こ

と。 

 コ 随閉

防火設備

等の閉鎖

又は作動

の状況 

各階の主要な随

閉防火設備等の閉

鎖又は作動を確認

する。 

 

随閉防火設備

等が閉鎖又は作

動しないこと。 

 

 

 ( 2 )  

居室の

換気 

ア 換気

設備の作

動の状況 

各階の主要な換

気設備の作動を確

認する。 

換気設備が作

動しないこと。 

 イ 換気

の妨げと

なる物品

の放置の

状況 

目視等により確

認する。 

換気の妨げと

なる物品が放置

さ れ て い る こ

と。 

２ 

避難 

( 1 )  

防煙壁 

可動式

防煙壁の 

各階の主要な可

動式防煙壁の作動 

可動式防煙壁

が作動しないこ 
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改正前 改正後 

施設

等 

 作動状況 を確認する。 と。 

( 2 )  

排煙設

備 

 

 

排煙設

備の作動

状況 

 

 

各階の主要な排

煙設備（特別避難

階段の階段室又は

付室、非常用エレ

ベーターの昇降路

又は乗降ロビー、

居室等）の作動を

確認する。 

排煙設備が作

動しないこと。 

 

 

 

 ( 3 )  

非常用

の照明

装置 

ア 非常

用の照明

装置の作

動の状況 

各階の主要な非

常用の照明装置の

作動を確認する。 

非常用の照明

装置が作動しな

いこと。 

 イ 照明

の妨げと

なる物品

の放置の

状況 

目視等により確

認する。 

照明の妨げと

なる物品が放置

さ れ て い る こ

と。 

 

 ５ 前項の規定にかかわらず、報告に係る建築物について法第12条第

３項の規定に基づく検査が行われ、当該検査の記録がある場合に

あ っ て は、当該検査の終了の日から１年以内に限り、その記録の

確認をもって前項に規定する調査の方法に代えることができる。 

 第９号様式の□正を次のように改める。 
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第９号様式（第９条関係） 

 

正 道 路 位 置 指 定 申 請 書 

 

 

 建築基準法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を申請します。この申請

書及び添付図面に記載の事項は事実に相違ありません。 

 年  月  日   

  佐賀県知事    様 

申請者 住 所          

氏 名          

 

指 定 道 路 の 位 置 地 番    

指 定 道 路 の 幅 員                  m 

指 定 道 路 の 延 長                  m 

道 路 敷 地 と

な る 土 地 の

地名地番 

承諾年月日 

所有権者管

理者使用権

者別 

住 所 氏 名 
承諾印 

(実印) 

            

            

            

            

            

※手数料 

 

 

 

 

※ 
土木事務

所受付欄 
※県受付欄 ※ 決 裁 欄 

    

指定年月日   

指 定 番 号   

公告年月日   

指 定 条 件 

 (注) 記入の際は副本の下欄の(注)をよく読んでください。 

 



7 

 第10号様式の□副を次のように改める。 
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第10号様式（第12条関係） 

 

副   

 

※ 

廃
止
通
知
欄 

 

 建築基準法施行細則第12条の規定により、次の私道の廃止（変更）を承認したので

通知します。 

       廃止（変更）番号    第    号 

       〃    年月日    年  月  日 

 

佐賀県知事            

 

１ 私 道 の 位 置   

２ 指定年月日、番号   

３ 
廃 止 の 理 由 

（変 更） 
  

  

 
指 定 道 路 

廃 止 す る 道 路 

（変更） 

４ 関 係 地 位 置     

５ 道 路 の 幅 員     

６ 道 路 の 延 長     

廃止する道路

敷地となる地

名地番（変更） 

所有権者管理

者使用権者別 
住 所 氏  名 

       

       

       

       

       

       

※ 

廃止条件 

(変更) 

 

  

 

 

 

 〔注〕 ※印のある欄は、記入しないでください。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の建築基準法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができ

る。 


